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要　約
　本報告では，技術者（特許等の発明者）が自分の開発技術及び特許をどうやって他企業へのライセンス・技
術供与に結び付けたかの実例について，筆者の経験から振り返って記述する。企業の知財及び渉外部門として
も，このような技術者のマインド，動きを知りつつライセンス供与に向けた知財活動を行うことは，例えばい
わゆる休眠特許の売却促進，事業推進に向けての技術者との協働職務全般にも有用と考えられる。本報での実
例としては，筆者がかつて電機メーカーの研究者として自己の開発技術に関し特許出願・権利化し，他社に対
してライセンスのセールス活動を行って実経験したセンサ用材料，誘電体成膜技術等の供与案件の詳細を述べ
る。さらにライセンスの可能性を念頭に置いた出願時からの考え方，ライセンスできる特許への目の付け所，
発明者としての活動前の事前の留意点などについて，実例を基に具体的な取り組みを説明する。
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1.はじめに
　企業において技術開発し発明した特許については，
もちろんその企業の製品に適用することが一番であ
る。しかし，諸般の事情から自社の開発品を適用する
ことが難しい場合も多い。せっかく開発した技術及び
発明した特許を放棄する場合もあるが，できるだけ他
社などに技術（ライセンス）供与でき，その会社にて

実用化されるようであれば理想的である。
　特許ライセンスに関してはその契約の実務（1）につい
て，知財活用及び法的リスク，並びに契約条件，交渉（2）

など比較的多くの詳しい解説がある。また，ライセン
スの歴史からビジネスモデル，パテントプールまでを
調査，考察した資料（3）なども存在する。特許庁として
も，企業の経営力を高めるための知財・標準化戦略及
びオープンイノベーションなどについて，事例を基に
した施策推進に関する資料（4）などが出されている。
　これらの解説，論文などでは法的な観点から契約・
交渉条件やライセンスの重要性を説いたものが多く，
それらに発明者（研究者，技術者）がどのようにかか
わって来たかを説明したものは見当たらない現状にあ
る。筆者はかつて電機メーカーの研究者，発明者とし
て各種の金属材料，セラミックス，高分子材料及び複
合材料などの研究開発に従事してきた。この報告で
は，電機メーカー内においていかなる考えを持って材
料・部品（デバイス）等に関する出願・権利化に注力
してきたかに関して経験を基に記述する。特に，他社
への技術・ライセンスの供与を念頭に置いた出願・権
利化戦略の推進，とともに知財活動の一環として渉外
部門や研究管理部門の許可を得た上で，自ら中心と
なって共同研究者らと実際どのようにライセンス活動

（売り込み）を推進してきたかについて具体的に記述
する。
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2.主な供与実例のケース別分類 
　筆者が中心となって開発した技術及び特許を他社に
供与した案件はいくつか存在する。ここではその中か
ら，積極的に出願・権利化を行い，かつ自主的にライ
センス供与を推進した実例を図 1のように 4つのケー
スに分類した。
　ケース①は，開発は行ったが社内では使用しない材
料に関する技術をライセンスした例である。センサの
開発に用いる主材料の国内トップメーカーをターゲッ
トとして念頭に置き，多数の特許出願を行ってライセ
ンスに備えた。かつ筆者の学会発表などへの聴講要
請，相手先研究所への数回に及ぶ技術説明などを積極
的に行って成約に結び付けた。
　ケース②は，社内でも実用化したい技術開発成果
を，世の中の大容量半導体メモリへの強い要望とうま
く結びつけて多数社にライセンスした例である。やは
り多数の特許出願，学会発表，論文発表を行った。特
筆すべきは，自身で供与先のターゲット企業を定めて
ライセンスのセールス活動を行ったことである（後述）。
　ケース③，④は，各開発テーマにおいて地道に特許
出願・権利化と技術 PR を行ってきた効果が表れた例
である。当方からのアプローチよりも先に相手から特
許の実施許諾などの申し入れがあり，これに前向きに
対応した結果として供与や技術協力契約に結び付けた
2例である。
　以下ではこれら 4つのケースについてその取り組み
の詳細について記述する。

図 1.ライセンス供与実例のケース別分類

3 .ライセンスを睨んだセンサ用材料技術特許の
出願・権利化と供与事例

　（1）　出願展開戦略とセールスポイントなど
　図 2はシリコーン系複合膜（有機けい素・金属酸化
物系）を用い，当初は材料組成の基本特許からスター
トし，空調機制御用湿度センサの開発を目指して出願
を展開した例である。このような部品やデバイスを電
機メーカー内の製作所で製造（内作）することは一般
に種々の困難を伴うことが多い。例えば社内では，社
外の材料・部品メーカーから市販品を購入して採用し
た方が手っ取り早いと考えられがちである。そこで開
発を担当する技術者サイドとしては，自社開発品を社
外の専業メーカーで製造し，それを自社に供出しても
らうことが想定される。もしも社内で内作しないこと
のコンセンサスが取れた場合には，社外に技術を供与
してライセンス料等で利益を上げる，もしくは開発費
を回収することなども十分考えられる。

図 2.材料組成技術からの出願・権利化展開

　筆者はセンサの専業メーカーへのライセンスを目指
すために，図 2のように独自の材料による最適原料組
成をまず開発し，基本特許として早期出願・権利化し
た。次いでそれをまず川上側である原料メーカーに技
術供与することを狙い，かつ川下側の部品・デバイス
への活用も睨んで多数の特許出願を行った。ここで
は，製品の大元の原料（川上側）→それを使う部品・
デバイス→さらに機器・システム（川下側）と言葉を
定義している。本センサ用基本特許の基になる出願
は，同系材料の耐熱塗料への応用であった。この種の
材料は家電品（燃焼器・調理器（5））用や自動車用（6）の
塗料や触媒として専業メーカーにより実用化されてい
る。図 3に，シリコーン系複合膜技術の湿度センサへ
の応用に関するアピールポイントとライセンスの経緯
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を示す。着想のきっかけは，シリコーン系複合膜の焼
成温度による膜質や表面構造の違いを見出したことで
ある。この材料を高温（600 度 C 以上）で焼成する
と，シリコーンは分解されて SiO2 となり無機質の耐
熱性複合膜（7）ができ，耐熱塗料（8）などへの応用が可能
であった。本センサへの応用では，中間的な温度（450
～500 度 C）で焼成し，シリコーンを半分解（アモル
ファス SiO2 に）して金属酸化物等と複合化した多孔
膜（9）が良好な湿度検知特性を有することの発見（10），（11），（12）

が発端となった。この関連技術において，国内に 65
件の特許出願を行うと同時に，学会報告及び論文発表
を並行して多数実施した。この際に供与候補メーカー
の技術リーダーや知財担当者に積極的に当方の発表へ
の参加，聴講を要請した。かつ先方研究所にも筆者が
赴いて数回にわたり技術説明とセールスポイントのア
ピールを繰り返した。当時，空調機や燃焼器に湿度セ
ンサを搭載して制御する方式が流行りつつあった。こ
のため先方の興味や事業化の意欲も徐々に高まりを見
せていたことも幸いし，技術資料と特許（出願中も含
む）により一時金＋ロイヤルティーで成約することが
できた。この際に最も重要なことは，試作品が立ち上
がるまで先方の研究所に数回出張し，技術指導等の支
援を行ったことである。結果的に A 社においてこの
センサが実用化された。
　一般に休眠特許を他社や中小企業に供与する場合な
ど，このような技術指導を行って，供与する特許と先
方が保有している技術との狭間を埋める技術を十分に
支援しない限り，技術供与や特許の売却は容易にでき
ないと確信する。

図 3 .シリコーン系複合膜を用いた湿度センサのアピールポイ
ント

4 .ライセンスを睨んだ誘電体成膜技術特許の出
願・権利化と供与事例 

　（1）　出願展開・用途拡大戦略
　図 4は事前にライセンスを睨み，出願・権利化を積
極的に実施した指針と経緯を示している。開発の端緒
は，当時半導体メーカー，電機メーカーを中心に大学も
巻き込んで世の中で半導体大容量メモリ（1GbitDRAM）
への要望，開発競争が極めて盛んであったという背景
である。これはチップ内に形成された高誘電率キャパ
シタに情報を大量に蓄積，保持する大容量記憶素子で
ある。したがってキャパシタ膜の性能を格段に上げる
必要がある。筆者らは使用する誘電体（バリウム
Ba・ストロンチウム Sr・チタン Ti の複合酸化物）薄
膜の製造法として，原料物質を加熱気化して基板上に
成膜する化学気相堆積（CVD）法の検討を行った（13），（14）。
当時，出発原料である Ba，Sr，Ti のβジケトンと
いう有機金属化合物が加熱しても満足な気化が得られ
ないことが最大のネックであった。筆者らの基本特許
はこの課題を完全に解決したもので（13），上記の原料
物質に有機溶剤（テトラヒドロフラン）を付加して大
幅な気化効率を達成したものである。図 4 のように，
この基本特許をまず「薄膜の製造方法」として「製造
装置」とともに出願し，急ぎ川上側の「製造用原料」
及び川下側の「応用デバイス」へと出願を拡大して
いった。さらに技術の展開を目論み，薄膜として種々
応用が可能な高温超電導デバイス（15），回路用限流素
子（16）など，及び光通信用導波路素子などに特許出願
と論文発表を拡大し（17），一部は実用化された（18）。

　（2） 　基になる原料技術に関する初期の知財活動及
びセールス活動

　図 5に誘電体原料技術のライセンスへの展開におけ

図 4.誘電体成膜技術と基本特許からの出願・権利化展開
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るスタートからの活動経緯を示す。まず主として原料
出願も含めて基本特許を権利化すること，主な外国に
海外出願・権利化することなどに集中した。並行し
て，ライセンス可能性が見えてきた化学・原料会社で
ある B1 社及び B2 社への数回の交渉による売り込み
に注力した。一時は，一旦供与契約が不成立に終わり
そうな危機もあったが，粘り強い PR などにより成約
を成し遂げた。この PR 活動の結果として，守秘契約
の締結→定期技術連絡会→共同研究契約締結などの段
階を順次経たことが最終的に成約に結びついた。更な
る供与セールス活動としては，原料メーカーである
B3～B6 社，及び機械（製造）装置メーカーである C
社（後に D 社も加えて）をターゲットに定め，それ
ぞれPRを推進して行った。このリストを図6に示す。
この時点においては，各社の資本金，売上高，営業利
益率，及び窓口となる交渉統括者を調べ，一時金及び
ロイヤルティの一応の目標を決めて直接の訪問活動に
弾みをつけた。

　上記の時点でのセールス活動への意欲とその進捗状
況を単純化し，イメージ的にわかるように図 7を作成
した。B1 及び B2 社はこの時点では成約済みであり，
更なる原料メーカーとして B3～B6 社にアピール中で
あった。図 7の原料技術セールス活動中には，機械装
置メーカーまでセールス活動の手が回らない状況にあ
り，ライセンス可否は不透明であった。図中に示した
ように各社へのアピールポイントである市場有望性，
学会等での実績，標準化の可能性などを目玉に先方に
アタックした。当時世の中ではこのような複合酸化物
誘電体の成膜方法として，CVD 法以外にも電子ビー
ム蒸着法，スパッタ法，クラスタイオンビーム蒸着法

図 5 .誘電体原料技術のライセンス展開におけるスタートから
の活動経緯

など各種の薄膜作製手法が試みられていた。筆者の社
内でもこれら種々の方法を検討中であり，ともすれば
我々の方法との競合で障害となる場合もあったが，結
果としては薄膜の性能の点で本CVD法が主流となった。

　（3） 　セールス活動の製造装置メーカーへの展開及
び供与の成約経緯

　一方，社内での薄膜製造及びデバイス実用化も重視
し，原料，製造方法とともに社内への提供用としての
製造装置技術の他社供与にも注力した。それまでの学
会発表や取り組みの波及効果のためか，C 社及び D
社から個別にまず技術指導等の打診が筆者にあった。
図 8に両社に対する初期からの進捗状況と成約に至る
までの経緯を示す。図中に示した詳細な進捗状況から
わかるように，両社とも比較的スムーズに成約まで到
達することができた。ここで特筆すべきは C 社との
成約に至る最終段階のイベント 4）である。第 2 章

（ケース①）の A 社の場合と同様に，成約後のサポー
トを実施した。装置内で原料を加熱気化する部品（気
化器）に関して試作品が立ち上がる（性能が出る）ま

図 7 .誘電体原料ライセンスの訪問セールス作戦の途中経過例

図 6.誘電体原料ライセンスの候補会社選定と契約目標
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での契約で，相手先研究所に一定期間出張して試作の
支援を行ったことである。このことはライセンス契約
書にも盛り込むことを当方でも承諾し，実際に当方ノ
ウハウを基に 4 週間ほどの試作評価のサポートを行
い，試作品完成次いで実用化まで漕ぎつけた。これに
より当社と C 社の相互の信頼関係も構築でき，製品
化後の当社への装置の提供はもちろん，その他の連
携・協力もお互いにスムーズに運ぶことができた。も
し筆者ら発明者がこの契約締結後の立ち上げサポート
を行わなかった場合には，順調に成約に持ち込めたか
は定かではない。

5 .セールス活動前に技術供与の申し入れがあっ
た例

　次に当方から意識してライセンスのセールス活動を
行う前に，先方から技術供与，もしくは特許の実施許
諾の申し入れがあった事例である。この二つの事例は
すでに図 1のケース③及び④に示してあるが，さらに
具体的に述べる。
　ケース③では，気体や液体の浄化触媒（担体，支持
体）や流体のフィルタ，熱交換部品などに応用できる
金属多孔体（19），（20）の例である。三次元網目構造（21）を有
し，流体抵抗が小さく多孔率の高い金属多孔体を製造
できる方法を筆者が考案したものである。出発材料と
して発泡樹脂へ金属粉含有塗料にてコーティングを
行った後，雰囲気を工夫した焼成で収縮した金属の骨
格を残して多孔化する方法である。先方 E 社は当方
の製造方法及びその応用である調理器用（5），燃焼器用
部品（6）の出願及び特許公報を閲覧することによって，
新たな事業分野への進出のための製造に役立てること
が可能との見解を持った。本件では相手からの申し入

れでもあり，スムーズに特許実施許諾契約を締結でき
た。筆者はコーティング用塗料の組成等の技術相談に
応じ，契約条件は渉外部門が先方の申し入れに沿って
決定した。一時金として，当方の一定期間における権
利維持費用と E 社の一定期間中おける利益の見込み
額を合わせた一括一時金のみの契約となった。この特
許についても金属の製造方法に関するものなので内作
は難しいため，社内実施しないことがほぼ決まってい
たものである。
　ケース④の F 社の場合にはさらに特殊な契約条件
となった。筆者が考案した塗膜の欠陥部判別法とその
塗布液に関する出願である。家電品等での下地金属へ
の塗装の欠陥部においては，分析機器などを用いて詳
細に故障解析することができる（22）。本出願は，膨れ，
割れ，ピンホールなどの塗膜欠陥（23）を塗布液と下地
金属とのキレート反応（24）により，形成された錯体の
発色（25），（26）で簡便に目視検知できるものに関する。こ
の場合には当方社内判断により，出願の審査請求はせ
ずに権利放棄するという手続きが終了していた。先方
F 社はもちろんこの技術を使用することが可能である
が，道義上とのことで当方に使用する断りを入れてき
た。加えて技術協力を行ってほしい旨の申し入れも
あった。F 社は，当方の家電製品の塗装でも付き合い
のある会社であるという事情が存在した。したがっ
て，上記社内での権利放棄決定後でもあるため当然使
用はフリーとし，技術協力の守秘契約のみを締結して
その後の関係維持に備えた。以来，当社製品への適用
等に関しても優先的に性能評価してもらえるなどの有
利な関係を継続した。
　上記のケース③及び④の 2社とも，筆者が所属した
会社が一般に広く発行・配布している技術報告（技
報）を常に閲覧，チェックしているという事であっ
た。その類の技報の中に，しばしば開放（無償，有
償）特許や実用新案が記載されている。その典型例と
して筆者が任意に作成したものを図 9に示す。一般に
知られているように，企業はこのような技報を毎月，
隔月などに発行して客先，競合メーカー，大学などへ
も配布（相互交換など）していることが多い。その中
に開放可能特許を記載することが一部で行われてい
る。よって，購読・閲覧により技術供与の申し入れが
あることも稀にはあるため，日頃からこのような表記
を積極的に行うことも必要であろう。

図 8 .製造装置メーカーへのセールス活動展開と成約までの経緯
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6.まとめ；発明者の心構え，留意点など
　（1） 　ライセンス可能性を念頭に置いた出願時から

の考え方
　これまでに再三述べてきたように，電機会社，自動
車会社のような機器・システムの企業であっても，自
社製品に使用する材料・部品・デバイス（川上側）か
らの出願も行っておくべきである。たとえこれらを自
社製品開発のために外部メーカーから購入するとして
も，それらのメーカーに対して技術力や購買時の牽制
となりうる。場合によってはライセンスの相手先とな
る可能性も生じる。
　これと全く同様に，部品・デバイス会社では自社製
品が使用される可能性がある機器・システム（川下
側）の出願，及び川上側の材料に関する出願も行うべ
きである。原料・化学会社では材料に関する出願のみ
ならず，用いられる川下側の部品・システムの出願を
抜け目なく実施することが技術面及び販売面等で優位
に立つことができる。
　自社にとっての川下側，川上側の出願に関しては，
発明者単独では専門技術の違いによりしっかりした明
細書を作成することが難しい場合も多い。その場合に
は，知財部門はもちろん社内の別部門の専門分野人材
を活用し，連携して発明者連名での出願を行うことが
会社にとっても重要である。このことが後々ライセン
スに限らず，別の開発連携などいろいろな面で役に立
つことは筆者の経験からも言えることである。すなわ
ち抜けが無く，しかも周辺特許などでのカバーが効い
た準備を日頃から怠らないことも，発明者が特許ライ
センス・技術供与にも主体的に関われる可能性を高め
るために心がけておくべきであろう。

　（2）　ライセンスできる特許への目の付け所
　1）3 章で記述した（ケース①）のように，例えば
電機会社のようなシステム会社の製品において使用す
る材料・部品を素材から社内で開発・製造すること
は，設備投資等の問題も含めて困難を伴うことが多
い。開発がほぼ完了する時点において，結果的に自社
では内作しないものに関する特許は，技術供与，ライ
センスのチャンスが生まれるものとなる。ただしここ
で重要なことは，自社で内作，製品化するかどうか不
明のものについては，事前に内作しないことを関係部
門にしっかり確かめておくべきである（次項で記述）。
　2）もちろん対象とする特許が他社へライセンスす
る価値があるものかどうかを事前に判定しておく必要
がある。対象特許について，知財部門とともに業界内
各社の特許調査を通じ，主な特許の価値及び会社とし
ての特許力全体を自社と比較評価（27），（28）しておくこと
が重要であろう。ライセンス先の候補社が決まれば，
技術者同士の付き合いを活用して相手先の交渉部門を
知ることができる。または自社の営業部門などから，
例えば技術営業→関係技術部門→ライセンス部門→交
渉窓口統括者などと，相手先部門を順番に辿っていく
ことにより交渉活動の具現化ができる。付け加える
と，筆者の経験では契約の条件，特に一時金は相手先
の交渉窓口統括者の裁量によって決まることが多いよ
うである。
　3）筆者らが行ったように，ライセンスの見込みが
あれば取り急ぎ周辺技術，派生技術等の出願もできる
だけ多く行っておくべきであろう。なぜなら出願中の
特許であっても供与対象に含まれ，ノウハウ料として
一時金を多く獲得できる可能性が増すからである。し
かも一括セット供与（販売）ということで，より高額の一
時金獲得が可能となる内容の契約条件を要求できる。

　（3）　ライセンス活動における事前留意点
　1）社内で開発した技術はまずは社内製品に適用す
ることが当然理想である。ただし内外の状況変化など
により，前述のように必ずしも内作することが事業上
最良であるとは限らない。そのような場合には，まず
は少しでも社内で使用する可能性のある部門の意見を
尊重することが重要である。その部門が当該開発技術
を製品には使わない，という結論が出た場合にも社内
の二次的な関連事業部門，研究開発部門，研究管理部
門などに執拗に打診するのが良い。すなわち外部へ供

図 9 .企業から広報する技術報告における特許・実案の開放表
示例
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与することの社内調整を怠ることはできない。この際
に，知財部門，渉外部門，他の技術部門などにシンパ
を作っておくとスムーズに遂行し易い。また，他社へ
の技術供与，ライセンスすることの自社でのメリット
を強調することも忘れてはならない。特許料収入の獲
得，技術の標準化推進，開発費の回収，広報によるス
テータス向上などが挙げられる。
　2）契約条件については社内の渉外・契約部門が主
体的に相手側と交渉するはずである。しかし，技術の
メリットの説明，ライセンス後に残る課題の解決法な
どの技術面での直接説明のために発明者も同席すべき
でる。また，第 3章のケース①及び第 4章のケース②
で強調したことは極めて重要である。すなわち，ライ
センス契約決定の最後の詰めを確実にすること，及び
ライセンス後の相手との関係を良好かつ相手先での製
品化をスムーズに進める努力が大切である。このた
め，契約時に相手の試作などの立ち上がりをサポート
することが最重要となる。いかなる優秀な技術，良い
特許であっても，このサポートがないと相手先での製
品化が行えない場合も多々あり得る。いわゆる休眠特
許の売却に関しても，この点が最重要でありこれを契
約に盛り込みかつ支援を実行しない限り，稀な場合を
除いて特許が売れることなど望むべくもない。
　さらに付け加えると，発明者として契約条件（一時
金，ロイヤルティ等）をより有利にするために，多く
の特許出願・権利化と同時に論文，学会発表，開発成
果の広報発表など，技術力のアピールを事前に最大限
行うことが必須と考えられる。
　言うまでもないが，ライセンス契約が少しでも関係
する活動は，全て渉外部門の了解を取る，渉外部門と
一緒に活動する，ということに発明者であっても留意
すべきである。

7.終わりに
　この報告では，ライセンス（技術）供与に関し，特
許出願・権利化に関する事前準備，具体的な取り組み
事例，心構えなどについて，発明者，技術者サイドか
らの実際の活動経験を元に記述した。詳細を説明する
上で初歩的とも言える当然の意見，事項も敢えて述べ
ている。ライセンスに関しては，これまでビジネスモ
デル（3），法的見解と課題，契約・交渉条件などに関す
る多くの解説（1），（2），手引きなどが表されている。し
かし，ライセンスの契約交渉では一般に発明者が前面

に出て活動することはまれである。技術者が係る技術
標準化会議やパテントプールに関する特許のライセン
ス活用に関する解説も多く存在する。しかし，いずれ
もプールのメリット・デメリット，標準化戦略（29），
法的課題（30），収益性（ロイヤルティ配分）（31）などを
サーベイした概説に関するものである。したがって，
ライセンスに関して出願・権利化の目論見や，ごく具
体的な取り組み，特にセールス活動について発明者サ
イドから述べたものは筆者が調べる限り全く存在しな
いのが現状である。
　本報告で記述した筆者の経験に基づく具体的なライ
センスの実例が，多くの発明者や知財担当者にとって
今後のライセンス活動に関連する取り組みに対し，わ
ずかでも参考となれば幸いである。
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